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王
善
軍
『
宋
代
世
家
個
案
研
究
』

小　

林　

義　

廣

一一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
大
陸
中
国
に
お
い
て
、
中
国
独
特
の
親

族
制
度
と
し
て
の
宗
族
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
た
。
そ
れ
か
ら
四
〇

年
近
く
の
歳
月
が
流
れ
て
、
以
前
ほ
ど
の
熱
気
は
感
ぜ
ら
れ
な
く
な
っ

た
け
れ
ど
も
、
今
世
紀
に
入
っ
て
も
そ
の
関
心
は
続
き
、
研
究
成
果
の

公
刊
も
引
き
続
き
な
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
も
、
同
じ
く
一
九
八
〇
年

代
に
宗
族
研
究
が
暫
く
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
が
、
現
在
で
は
、
そ
れ

を
担
っ
た
研
究
者
も
高
齢
化
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
、
若
手
の
研
究

者
は
、
そ
れ
ほ
ど
宗
族
に
興
味
を
抱
か
な
く
な
っ
て
、
宗
族
研
究
が
些

か
停
滞
し
て
い
る
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
評
者
の
よ
う
に
、
若
干
な
り

と
も
、
そ
の
研
究
に
関
わ
ろ
う
と
し
て
き
た
人
間
か
ら
す
る
と
、
彼
我

の
隔
た
り
の
大
き
さ
に
、
正
に
今
昔
の
感
が
す
る
。

日
本
に
お
い
て
、
宗
族
に
対
す
る
関
心
が
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
一

時
は
高
ま
っ
た
要
因
の
一
つ
に
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
中
国
史
研
究
が

生
産
関
係
論
を
中
心
と
し
た
社
会
構
成
体
の
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
に

重
点
を
置
い
て
、
そ
れ
以
外
の
歴
史
的
要
素
を
等
閑
視
す
る
傾
向
に
異

論
が
差
し
挟
ま
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
反
省
の
気
持
ち
を
有
す
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る）

1
（

。
し
か
し
、
同
じ
頃
か
ら
、
宋
代
に

限
っ
て
見
て
も
、
生
産
関
係
論
を
中
心
と
し
た
社
会
経
済
史
研
究
以
外

の
多
方
面
の
研
究
が
出
現
し
、
そ
れ
が
次
第
に
顕
著
に
な
り
だ
し
て
、

生
産
関
係
論
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
宗
族
研
究
の
意
味
合
い
を
薄

め
て
し
ま
い
、
一
部
の
研
究
を
別
に
す
れ
ば
、
宗
族
を
中
国
史
研
究
の

後
景
に
追
い
や
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
同
時
に
、
か
つ
て
社
会
経
済

史
研
究
が
担
っ
て
い
た
日
本
の
現
実
課
題
と
対
決
す
る
と
い
う
意
識
も

名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告　

四
十
五
号　

二
〇
二
一
年
三
月
発
行

批
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と
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介
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稀
薄
化
す
る
と
い
う
副
作
用
を
伴
い
、
研
究
が
現
実
や
実
生
活
と
離
れ

た
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か）

2
（

。

一
方
、
中
国
に
お
い
て
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
、
い
わ
ゆ
る

「
四
つ
の
近
代
化
」
路
線
が
国
家
政
策
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
中
国
独
自

の
宗
族
が
「
近
代
化
」
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
と
い

う
切
実
な
現
実
的
課
題
に
直
面
し
て
い
た）

3
（

。
そ
の
課
題
意
識
は
、
今
や

世
界
第
二
位
の
経
済
大
国
に
な
っ
て
も
、
研
究
者
の
心
根
の
ど
こ
か
に

息
づ
い
て
、
研
究
を
促
進
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
、
評
者
自
身
は
感
じ
て

い
る
。
中
国
に
と
っ
て
、
宗
族
は
自
分
の
問
題
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に

日
本
の
場
合
と
異
な
る
意
気
込
み
の
相
違
を
看
取
で
き
よ
う
。

本
書
の
著
者
の
王
善
軍
氏
は
、
今
回
の
著
書
を
含
め
て
、
単
著
が
四

冊
に
上
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
修
士
論
文
を
修
訂
し
て
出
版
し
た
『
宋
代

宗
族
和
宗
族
制
度
研
究
』（
河
北
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
皮

切
り
に
、
博
士
論
文
が
基
に
な
っ
た
『
世
家
大
族
与
遼
代
社
会
』（
人

民
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
を
公
刊
し
た
。
更
に
は
宋
代
の
家
族
・
宗

族
制
度
を
中
核
と
し
な
が
ら
、
遼
代
史
に
関
わ
る
専
論
や
宋
代
社
会
史

の
研
究
史
な
ど
、
多
彩
な
主
題
の
論
文
を
満
載
し
た
『
陽
都
集
』（
中

国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
を
世
に
問
う
て
き
た
。
そ
の
旺

盛
な
研
究
意
欲
と
度
重
な
る
研
究
の
公
刊
か
ら
す
る
と
、
今
や
中
国
を

代
表
す
る
宋
代
宗
族
研
究
者
の
一
人
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う）

4
（

。

著
者
の
研
究
履
歴
は
、『
陽
都
集
』
の
序
文
や
、
同
書
所
載
の
、
大

学
院
時
代
の
恩
師
の
漆
侠
氏
の
思
い
出
を
綴
っ
た
「
有
幸
遇
良
師
―
―

追
年
漆
侠
先
生
」
か
ら
大
体
は
判
明
す
る
。
王
善
軍
氏
は
、
一
九
六
六

年
の
生
ま
れ
。
郷
里
は
、
山
東
半
島
の
付
け
根
の
南
側
に
位
置
す
る
山

東
省
沂ぎ

南
県
の
、
そ
の
沂
蒙
山
区
の
浜
河
村
荘
で
あ
り
、
そ
こ
に
山
東

大
学
に
進
学
す
る
ま
で
暮
ら
し
て
い
た
。
三
番
目
の
単
著
『
陽
都
集
』

と
い
う
題
名
は
、
秦
漢
か
ら
魏
晋
時
代
は
当
地
が
陽
都
県
に
所
属
し
た

こ
と
に
由
来
し
、
自
分
を
育
ん
で
く
れ
た
郷
里
を
忘
れ
な
い
意
味
で
命

名
し
た
と
い
う
（『
陽
都
集
』
の
「
序
」）。
山
東
大
学
卒
業
後
、
宋
代

史
研
究
の
泰
斗
の
漆
侠
氏
が
教
授
を
勤
め
て
い
る
河
北
大
学
の
大
学
院

に
進
学
し
、
修
士
課
程
を
修
了
し
て
博
士
課
程
に
進
学
す
る
と
同
時

に
、
河
北
大
学
の
出
版
事
業
の
手
伝
い
も
行
っ
て
い
る
。
河
北
大
学
出

版
社
は
、
長
年
、
漆
侠
氏
を
中
心
と
し
て
『
宋
史
研
究
論
叢
』
と
い
う

宋
代
史
の
研
究
論
文
集
を
出
版
し
続
け
て
お
り
、
日
本
の
宋
代
史
研
究

者
に
も
馴
染
み
の
出
版
社
で
あ
る
。
王
善
軍
氏
は
、
そ
う
し
た
環
境
の

下
で
、
漆
侠
氏
の
濃
厚
な
薫
陶
を
受
け
て
、『
宋
代
宗
族
和
宗
族
制
度

研
究
』
や
『
世
家
大
族
与
遼
代
社
会
』
と
い
う
著
作
を
完
成
さ
せ
て
い

た
。
職
歴
と
し
て
は
、
四
川
大
学
で
「
博
士
後
」
と
し
て
研
鑽
を
積
ん

だ
後
、
大
連
大
学
の
特
聘
教
授
（
任
期
つ
き
教
授
）
を
経
て
、
現
在

は
、
陝
西
省
西
安
市
の
西
北
大
学
歴
史
学
院
の
教
授
に
在
職
し
て
い
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る
。
な
お
、『
陽
都
集
』
出
版
時
点
ま
で
の
単
著
・
共
著
、
論
文
は
、

当
該
書
の
附
録
「
作
者
主
要
論
著
目
録
」
と
し
て
載
っ
て
い
る
。

二本
書
は
、
題
名
に
あ
る
よ
う
に
、
宋
代
の
世
家
に
関
わ
る
論
文
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
。
世
家
と
は
、
代
々
、
高
官
を
輩
出
し
た
名
門
一
族

の
こ
と
で
、
日
本
の
多
く
の
研
究
者
は
「
名
族
」
と
称
し
て
き
た
。
以

下
、
本
書
の
い
う
世
家
は
名
族
と
記
す
。

緒
論

第
一
章　

首
創
義
荘
―
―
蘇
州
范
氏
家
族

第
二
章　

共
財
与
家
法
―
―
饒
陽
李
氏
家
族

第
三
章　
〝
没
奈
何
〞
的
財
富
―
―
成
紀
張
氏
家
族

第
四
章　
〝
六
世
詞
科
只
一
家
〞
―
―
華
陽
王
氏
家
族

第
五
章　
〝
尽
有
諸
元
〞
―
―
浦
城
章
氏
家
族

第
六
章　

三
槐
的
期
待
―
―
大
名
王
氏
家
族

第
七
章　
〝
門
族
之
盛
、
為
天
下
冠
〞
―
―
真
定
韓
氏
家
族

第
八
章　

武
功
顕
赫
的
外
戚
―
―
真
定
曹
氏
家
族

第
九
章　
〝
富
足
而
為
悪
〞
―
―
青
州
麻
氏
家
族

第
十
章　

特
権
庇
護
―
―
邢
州
柴
氏
家
族

参
考
文
献

後
記

最
初
に
、
各
章
で
使
用
さ
れ
る
「
家
族
」
と
い
う
語
句
に
注
意
を
喚

起
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、本
書
の
内
容
と
は
直
接
に
は
関
わ
ら
ず
、

し
か
も
中
国
の
家
族
制
度
の
専
門
家
に
は
余
計
な
説
明
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
家
族
制
度
に
関
心
を
有
し
な
い
研
究
者
に
は
、
必
ず
し
も
周
知
の

事
柄
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
中
国
語
の
「
家
族
」
は
父
系
で
辿
れ
る

血
族
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
日
本
語
の
「
家
族
」
よ
り

も
広
い
範
囲
を
示
し
、
父
系
血
縁
に
繋
が
れ
ば
、
ど
れ
ほ
ど
遠
い
血
族

で
あ
っ
て
も
、「
家
族
」
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
文
章
用
語
で
は
、
多
く
宗

族
と
称
さ
れ
る
。
本
書
の
使
用
す
る
「
家
族
」
の
語
句
も
、
宗
族
と
言

い
換
え
て
良
い
場
合
が
多
い
。
拙
評
で
は
、
著
者
が
「
家
族
」
と
記
し

て
い
て
も
、
日
本
語
の
家
族
と
混
同
し
な
い
よ
う
に
、
出
来
る
だ
け

「
宗
族
」
と
い
う
語
句
を
使
用
し
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
日
本
語
の
家
族

に
近
い
言
葉
は
何
か
と
い
う
と
、「
家
庭
」
と
い
う
語
句
が
使
用
さ
れ

る
。
日
本
語
の
家
庭
は
、
近
代
に
入
っ
て
、
家
族
が
生
活
す
る
場
を
示

す
英
語
のhom

e

の
訳
語
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。
そ
の
意
味
で
も
、

中
国
語
の
「
家
庭
」
と
い
う
語
句
は
、
日
本
語
と
は
ズ
レ
が
あ
る）

5
（

。
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緒
論
は
、
最
初
に
、
本
書
が
「
世
家
」
と
い
う
語
句
を
用
い
る
理
由

を
記
し
て
い
る
。
著
者
は
、
宗
族
（「
家
族
」）
勢
力
と
政
治
勢
力
が
相

互
に
結
合
し
た
状
況
を
示
す
言
葉
と
し
て
は
、
望
族
、
巨
族
、
大
家
、

大
姓
、
勢
家
、
閥
閲
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
多
種
多
様
な
語
句
が
見
ら

れ
る
が
、
宋
代
の
文
献
中
に
最
も
頻
出
す
る
「
世
家
」（
拙
評
は
「
名

族
」
と
呼
ぶ
）
と
い
う
語
句
を
使
用
す
れ
ば
、
多
義
的
な
解
釈
と
な
ら

な
い
だ
ろ
う
と
説
明
す
る
（
一
頁
）。
そ
の
次
に
、
本
書
の
基
本
的
視

角
を
記
す
が
、
そ
れ
は
本
書
全
体
と
関
わ
る
の
で
、
次
節
に
取
り
上
げ

よ
う
。
こ
の
、
本
書
の
視
角
を
述
べ
た
後
に
、
宋
代
中
国
の
家
族
・
宗

族
を
個
別
に
扱
っ
た
主
要
な
研
究
を
大
陸
中
国
や
台
湾
を
中
心
と
し
て

紹
介
し
、
そ
の
他
に
、
英
文
や
日
本
語
の
著
作
も
取
り
上
げ
て
い
る
。

そ
の
一
環
で
拙
著
『
欧
陽
脩　

そ
の
生
涯
と
宗
族
』（
創
文
社
、

二
〇
〇
〇
年
）
に
も
触
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
紹
介
の
後
に
、
本
書
の

各
論
文
は
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
執
筆
し
た
一
〇
篇
の
個
別
論

文
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
点
に
言
及
し
て
、
最
後
に
各
論
文
の
重
点
が

極
く
簡
単
に
記
さ
れ
る
。
こ
の
最
後
の
、
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
的
語
句

は
、
簡
潔
す
ぎ
る
難
点
が
あ
っ
て
要
領
を
得
な
い
も
の
の
、
的
確
に
著

者
の
各
論
の
性
格
を
言
い
表
す
場
合
も
あ
り
、
適
宜
、
第
一
章
以
下
の

各
論
文
紹
介
に
利
用
し
よ
う
。
ま
た
、
各
章
で
取
り
上
げ
る
一
族
の
特

色
は
、
各
章
の
巻
頭
に
掲
げ
る
各
族
に
関
す
る
史
料
か
ら
の
引
用
に

よ
っ
て
も
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

第
一
章
は
、
皇
祐
元
年
（
一
〇
四
九
）、
范
仲
淹
が
蘇
州
郊
外
に
創

設
し
た
范
氏
義
荘
を
取
り
上
げ
る
。
范
仲
淹
は
、
我
が
国
の
水
戸
徳
川

家
の
庭
園
、
後
楽
園
の
語
源
と
な
っ
た
「
先
憂
後
楽
」
を
政
治
信
条
と

し
た
人
物
で
あ
り
、
范
氏
義
荘
は
義
荘
の
嚆
矢
と
し
て
歴
史
に
名
を
留

め
て
い
る
。
著
者
は
、
そ
の
范
氏
義
荘
を
義
荘
そ
れ
自
体
の
発
展
と
い

う
よ
り
は
、
范
氏
一
族
の
発
展
と
絡
め
た
叙
述
を
展
開
す
る
た
め
に
、

范
仲
淹
以
後
の
義
荘
の
発
展
・
維
持
に
関
わ
っ
た
族
人
に
紙
幅
を
多
く

割
い
て
い
る
。
著
者
に
よ
る
と
、
范
氏
一
族
の
中
で
、
族
長
の
地
位
に

就
い
た
の
は
、
基
本
的
に
は
范
仲
淹
の
直
系
子
孫
だ
と
い
う
。
そ
し

て
、
最
後
に
、
義
荘
の
役
割
と
し
て
、
そ
れ
は
慈
善
が
主
な
目
的
で
は

な
く
、
一
族
が
長
期
に
亙
り
富
貴
を
保
つ
安
定
的
基
礎
を
提
供
し
た
と

し
、
世
家
の
社
会
的
地
位
を
維
持
し
て
ゆ
く
上
で
重
要
な
意
義
を
有
し

て
い
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

第
二
章
は
、
饒
陽
（
河
北
省
饒
陽
県
）
の
李
氏
一
族
を
、
一
族
共
財

と
家
法
と
い
う
点
に
着
目
し
て
論
述
し
て
い
る
。
饒
陽
の
李
氏
一
族
か

ら
は
、
太
宗
朝
に
宰
相
と
な
っ
た
李
昉
を
生
み
出
し
、
そ
の
李
昉
は
、

古
代
・
中
世
の
小
説
集
と
も
い
う
べ
き
『
太
平
広
記
』
の
編
集
責
任
者

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
本
章
は
、
唐
末
・
五
代
以
来
、
饒
陽
と
そ
の

近
隣
に
李
昉
の
努
力
も
あ
っ
て
設
置
し
た
田
地
と
、そ
の
管
理
の
状
況
、
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第
四
章
は
、「
六
世
詞
家
只
一
家
」
と
呼
ば
れ
、
代
々
に
亙
っ
て
科

挙
合
格
者
を
輩
出
し
た
華
陽
（
四
川
省
成
都
市
）
の
王
氏
一
族
を
扱
っ

て
い
る
。
華
陽
の
王
氏
一
族
は
、
王
永
が
繁
栄
の
基
礎
を
築
い
た
。
彼

は
五
代
の
後
蜀
に
仕
え
、
後
蜀
滅
亡
後
は
宋
朝
に
も
出
仕
し
た
。
こ
の

一
族
は
蔵
書
を
重
視
し
て
、
そ
れ
を
財
産
と
見
な
し
、
家
庭
教
育
も
充

実
し
て
、
科
挙
合
格
者
を
輩
出
し
た
と
い
う
。
し
か
も
、
多
く
の
科
挙

合
格
者
を
出
す
、
た
と
え
ば
開
封
の
鄭
氏
一
族
な
ど
の
名
族
と
も
姻
戚

関
係
を
結
ん
だ
り
、
有
力
な
科
挙
合
格
者
を
婿
と
す
る
「
榜
下
捉
婿
」

（
文
字
ど
お
り
は
、
合
格
発
表
時
に
婿
を
見
つ
け
る
と
い
う
意
味
）
と

い
う
一
族
繁
栄
策
を
採
用
し
た
。「
榜
下
捉
婿
」
と
し
て
、
王
氏
一
族

の
婿
に
な
っ
た
著
名
人
と
し
て
は
、
南
宋
高
宗
朝
の
権
臣
の
秦
檜
が
い

る
。
王
氏
一
族
の
中
で
、
最
も
傑
出
し
た
の
は
、
煕
寧
九
年

（
一
〇
七
六
）
に
宰
相
と
な
っ
た
王
珪
で
あ
り
、
彼
は
長
期
間
に
わ

た
っ
て
高
官
で
あ
っ
た
の
で
、
北
宋
晩
期
に
は
社
会
に
対
す
る
影
響
力

を
増
大
さ
せ
、
南
宋
初
め
ま
で
に
多
く
の
仕
官
者
を
出
し
た
。
秦
檜
が

亡
く
な
り
、
南
宋
二
代
目
の
孝
宗
朝
に
な
る
と
、
王
氏
の
勢
力
は
衰
退

し
た
け
れ
ど
も
、
南
宋
中
期
以
後
も
、
些
か
の
族
人
は
仕
官
を
果
た
し

た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
王
氏
一
族
の
事
例
は
、
一
族
の
繁
栄
に
と
っ

て
、
権
勢
と
の
関
わ
り
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
例
証
し
て
い
る
と
結

論
づ
け
る
。

一
族
の
盛
衰
が
主
に
語
ら
れ
る
。
そ
の
上
に
立
っ
て
、
一
族
の
家
法
・

家
風
が
一
族
の
共
財
と
深
く
結
び
つ
き
、
そ
の
一
方
で
一
族
の
財
産
の

助
け
を
借
り
て
家
法
や
家
風
の
建
設
が
な
さ
れ
た
と
主
張
し
て
い
る
。

第
三
章
は
、
本
書
で
一
番
に
分
量
の
多
い
章
で
あ
り
（
四
九
頁
）、

成
紀
（
甘
粛
省
成
紀
県
）
の
張
氏
一
族
を
分
析
の
対
象
と
し
て
い
る
。

成
紀
の
張
氏
は
、
南
宋
初
、
武
将
と
し
て
活
躍
し
た
張
俊
が
一
族
を
発

展
さ
せ
た
張
本
人
で
あ
り
、「
緒
論
」
で
著
者
が
「
成
紀
の
張
氏
家
族

は
経
済
勢
力
」
の
典
型
と
紹
介
し
て
い
る
よ
う
に
、
張
俊
が
王
朝
か
ら

の
賞
賜
や
収
賄
、
権
勢
を
背
景
と
し
て
浙
西
に
貪
欲
に
土
地
集
積
を
し

た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
張
氏
は
、
そ
の
他
、
高
利
貸
し
や
房
屋
の
賃

貸
で
も
富
を
集
積
し
、
贅
沢
な
消
費
生
活
を
謳
歌
し
た
が
、
均
分
相
続

や
政
治
闘
争
に
敗
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
南
宋
滅
亡
直
前
に
は
急
速
に

衰
退
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
張
俊
の
悪
辣
ぶ
り
は
、
日
本
で
も
周
藤
吉

之
氏
が
『
宋
代
官
僚
制
と
大
土
地
所
有
』（
社
会
構
成
史
体
系
二
、
日

本
評
論
社
、
一
九
五
〇
年
）
を
初
め
と
し
た
著
作
で
指
摘
し
て
い
る
。

宋
代
に
興
味
を
も
つ
一
人
と
し
て
は
、
武
人
の
張
俊
と
同
じ
時
期
に
、

文
官
の
張
浚
は
主
戦
派
の
硬
骨
漢
と
し
て
論
陣
を
張
り
、
子
供
に
南
宋

道
学
の
中
心
人
物
の
張

（
張
南
軒
）
を
輩
出
し
た
の
と
好
対
照
で
あ

る
点
で
あ
る
。
二
人
は
、
正
に
歴
史
の
面
白
み
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る

対
象
で
あ
ろ
う
。
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第
五
章
は
、
福
建
建
州
浦
城
県
の
章
氏
一
族
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

同
族
か
ら
は
、
仁
宗
朝
の
宰
相
の
章
得
象
や
、
哲
宗
朝
の
丞
相
の
章
惇

を
生
み
出
し
た
。
一
方
、
経
学
に
造
詣
深
い
人
物
も
多
く
、『
名
賢
氏

族
言
行
類
稿
』
の
章
定
や
、『
山
堂
考
索
』
の
章
如
愚
と
い
っ
た
学
者

型
の
人
材
も
輩
出
し
て
い
る
。
本
章
は
、
個
別
の
人
物
を
取
り
上
げ
る

の
で
は
な
く
、
一
族
と
科
挙
と
の
関
わ
り
を
中
心
と
し
た
探
求
で
あ

り
、
一
族
の
発
展
に
科
挙
が
如
何
に
関
わ
っ
て
い
た
か
に
重
点
を
置
い

た
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。
同
族
は
、
唐
末
に
康
州
（
広
東
省
徳
慶
県
）

刺
史
と
な
っ
た
章
及
を
始
遷
祖
と
し
、
そ
の
子
供
の
章
仔
鈞
が
五
代
の

閩
に
仕
え
て
著
姓
と
な
り
、
両
宋
を
通
じ
て
朝
廷
や
地
方
に
官
職
を
持

ち
続
け
た
。
そ
れ
は
、
科
挙
だ
け
で
な
く
、
出
世
し
た
人
物
の
恩
蔭
に

よ
る
も
の
も
多
か
っ
た
た
め
で
あ
る
が
、
科
挙
合
格
の
た
め
に
、
と
く

に
家
庭
教
育
を
充
実
さ
せ
、
族
塾
を
創
設
し
、
一
族
の
優
秀
な
子
弟
に

は
特
別
の
育
成
教
育
を
施
し
た
り
し
た
。
ま
た
、
義
荘
を
創
設
し
た

り
、
祭
祖
・
修
譜
・
族
会
な
ど
の
活
動
が
あ
っ
て
一
族
の
連
繋
が
図
ら

れ
た
と
い
う
。
な
お
、
浦
城
の
章
氏
一
族
に
関
し
て
は
、
一
九
八
二
年

に
、
ロ
バ
ー
ト
・
ハ
ー
ト
ウ
ェ
ル
氏
（Robert H

artw
ell

）
の
、

十
二
世
紀
を
境
と
し
て
、
エ
リ
ー
ト
層
は
中
央
か
ら
地
方
に
関
心
を
移

し
て
い
っ
た
と
い
う
指
摘
を
含
む
著
名
な
論
文
が
出
さ
れ
、
そ
の
典
型

事
例
と
し
て
、
こ
の
浦
城
章
氏
一
族
を
取
り
上
げ
て
い
る）

6
（

。
そ
し
て
、

章
氏
一
族
は
、
北
宋
に
は
章
得
象
・
章
惇
と
い
っ
た
高
官
を
生
み
出
し

な
が
ら
、
南
宋
に
入
る
と
、
官
僚
も
そ
れ
ほ
ど
輩
出
し
な
く
な
り
、
婚

姻
も
郷
里
近
く
の
姓
氏
と
結
ば
れ
た
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
。
残
念

な
が
ら
、
本
章
は
、
宋
代
史
研
究
者
に
馴
染
み
深
い
こ
の
論
文
に
は
全

く
触
れ
て
い
な
い
。

第
六
章
は
、
真
宗
朝
に
王
旦
と
い
う
宰
相
を
輩
出
し
た
三
槐
の
王
氏

一
族
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
三
槐
と
は
、
一
族
の
祖
地
の
大
名
府
莘
県

（
山
東
省
莘
県
）
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
王
旦
（
真
宗
朝
の
宰
相
）

の
父
の
王
祜
（
五
代
後
晋
か
ら
宋
初
に
か
け
て
、
各
朝
に
出
仕
）
が
開

封
の
自
宅
の
庭
に
三
本
の
槐
を
植
え
、「
子
孫
の
中
か
ら
必
ず
三
公
と

な
る
も
の
が
出
現
す
る
だ
ろ
う
と
」
予
言
し
た
こ
と
に
因
ん
で
い
る
。

王
旦
は
王
祜
の
次
男
で
、
彼
の
出
世
に
よ
っ
て
、
一
族
に
恩
蔭
出
仕
者

を
多
く
輩
出
し
、
社
会
的
声
望
も
獲
得
で
き
た
が
、
北
宋
末
期
の
党
争

に
巻
き
込
ま
れ
て
一
旦
は
没
落
し
た
。
南
宋
に
入
っ
て
、
金
と
の
交
渉

に
活
躍
し
、
最
後
に
は
金
に
抑
留
さ
れ
て
死
亡
し
た
王
倫
が
、
一
族
の

再
建
者
で
あ
り
、
彼
の
お
陰
で
子
孫
は
官
職
を
得
ら
れ
た
。
そ
の
一

方
、
王
旦
の
三
男
の
王
素
（
仁
宗
朝
に
活
躍
）
の
子
孫
が
衢
洲
（
浙
江

省
衢
洲
市
）
に
住
み
着
き
、
別
派
と
し
て
繁
栄
し
た
。
一
族
は
、
そ
の

生
き
残
り
策
と
し
て
の
、
婚
姻
戦
略
と
し
て
、
王
旦
の
「
婚
姻
は
閥
閲

を
求
め
ず
」
を
採
用
し
た
点
が
歴
史
上
に
有
名
で
あ
り）

7
（

、
子
持
ち
で
貧
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乏
書
生
の
韓
億
（
仁
宗
朝
の
参
知
政
事
）
が
科
挙
合
格
後
、
王
旦
の
娘

と
結
ば
れ
た
の
も
、
そ
の
方
針
に
よ
る
と
言
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
王
旦

や
そ
の
息
子
た
ち
の
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
決
し
て
家
柄
を
軽
視

し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
。
王
氏
一
族
は
、
家
世
維
持
の
た
め
に
、

婚
姻
関
係
以
外
に
も
文
化
的
業
績
を
挙
げ
る
こ
と
や
、
子
弟
教
育
、
書

籍
と
翰
墨
の
所
蔵
を
重
視
し
、
そ
れ
が
一
族
の
仕
官
と
影
響
力
拡
大
に

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
。
な
お
、
三
槐
王
氏
一
族
に
関
し
て

は
、
著
者
も
註
に
引
用
す
る
、
李
貴
録
『
北
宋
三
槐
王
氏
家
族
研
究
』

（
斉
魯
書
社
、
二
〇
〇
四
年
）
が
纏
ま
っ
た
著
書
と
し
て
存
在
す
る
。

第
七
章
は
、
前
章
で
も
触
れ
た
韓
億
の
一
族
で
あ
り
、
同
族
に
関
し

て
は
、
脚
註
に
も
記
さ
れ
て
い
る
拙
文
で
も
論
じ
た
こ
と
が
あ
る）

8
（

。
一

族
は
韓
億
が
真
宗
朝
に
科
挙
に
及
第
し
て
隆
盛
に
向
か
い
、
更
に
は
三

人
の
子
供
が
科
挙
に
合
格
し
、
そ
の
中
で
、
三
男
の
韓
絳
は
神
宗
朝
の

宰
相
、
六
男
の
韓

は
哲
宗
朝
の
丞
相
と
な
っ
て
、
宋
代
に
著
名
な
名

族
の
一
つ
に
な
っ
て
い
っ
た
典
型
的
事
例
で
あ
る
。
一
族
は
婚
姻
、
そ

れ
に
好
学
と
、「
孝
友
雍
睦
」
な
ど
の
家
風
に
よ
っ
て
名
族
と
し
て
の

地
位
を
維
持
し
て
い
っ
た
。
経
済
的
に
は
、
族
人
を
救
済
す
る
義
荘
を

五
男
の
韓
維
が
創
設
し
、
一
族
の
浮
沈
を
緩
和
し
た
と
い
う
。
面
白
い

指
摘
と
し
て
は
、
韓
氏
一
族
は
比
較
的
長
命
で
、
そ
れ
が
政
治
的
チ
ャ

ン
ス
に
恵
ま
れ
る
機
会
を
提
供
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
（
二
〇
一
頁
）。

し
か
し
、
一
族
は
両
宋
交
替
期
の
戦
乱
で
正
常
な
発
展
が
阻
害
さ
れ
て

昔
日
の
俤
を
失
い
、
第
六
世
代
の
韓
元
吉
が
吏
部
尚
書
に
出
世
し
た
の

が
目
立
つ
位
で
あ
り
、
そ
の
子
供
の
韓
淲
は
恩
蔭
出
仕
し
た
が
、
早
く

に
致
仕
し
て
、
詩
文
の
作
成
に
努
め
た
と
述
べ
る
。
南
宋
中
期
以
降
の

一
族
の
動
向
は
記
し
て
い
な
い
。

第
八
章
は
、
真
定
府
霊
寿
県
（
河
北
省
霊
寿
県
）
出
身
の
、
曹
氏
一

族
を
扱
っ
て
い
る
。
一
族
は
五
代
以
来
の
武
将
の
家
で
あ
り
、
宋
初
に

後
蜀
・
南
唐
・
北
漢
の
平
定
に
活
躍
し
た
曹
彬
が
一
族
を
「
高
門
大

族
」
に
し
た
。
曹
彬
の
四
男
の
曹
瑋
が
対
タ
ン
グ
ー
ト
戦
に
活
躍
す
る

な
ど
、
子
孫
は
武
職
に
就
く
人
物
が
少
な
く
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
一

族
か
ら
仁
宗
の
皇
后
を
輩
出
し
て
か
ら
外
戚
と
し
て
の
地
歩
を
固
め

た
。
仁
宗
の
曹
皇
后
は
、
英
宗
の
皇
太
后
、
神
宗
の
太
皇
太
后
と
な
っ

て
、
一
族
と
帝
室
の
婚
姻
が
頻
繁
と
な
っ
た
。
南
宋
に
入
っ
て
帝
室
と

の
婚
姻
は
無
く
な
っ
た
が
、
大
官
僚
と
の
通
婚
は
続
き
、
一
族
の
社
会

的
地
位
の
維
持
に
役
立
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
曹
氏
一
族
の
発

展
は
曹
彬
ら
の
功
績
に
よ
る
恩
蔭
と
外
戚
身
分
に
よ
っ
て
い
る
と
指
摘

す
る
。
た
だ
、
宋
朝
建
国
の
功
臣
の
曹
彬
は
、
単
な
る
武
人
で
は
な

く
、
遠
征
中
の
槖
中
に
書
物
を
入
れ
て
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
な
り
の
学

識
も
あ
り
、
そ
れ
が
子
孫
に
も
伝
統
と
し
て
伝
わ
り
、
南
宋
に
な
る

と
、
そ
の
文
化
的
素
養
を
基
に
、
武
人
で
は
な
く
科
挙
の
競
争
に
加
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わ
っ
て
い
っ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。

第
九
章
は
、
青
州
臨
淄
県
（
山
東
省
淄
博
市
）
の
麻
氏
一
族
を
取
り

上
げ
て
い
る
。
麻
氏
一
族
に
つ
い
て
は
、
本
章
の
脚
注
に
注
記
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
愛お

た
ぎ
は
じ
め

宕
元
氏
に
日
本
語
の
論
文
が
あ
る
が
、
愛
宕
氏
は
新

興
地
主
層
と
し
て
の
側
面
に
焦
点
を
あ
て
る
の
に
対
し
て）

9
（

、
著
者
は
、

郷
里
社
会
に
跋
扈
し
て
地
方
官
を
悩
ま
せ
な
が
ら
、
急
速
に
没
落
し
て

い
っ
た
悪
辣
な
一
族
の
側
面
に
重
点
を
置
い
て
記
述
し
て
い
る
。
麻
氏

は
、
五
代
時
代
、
麻
希
夢
が
青
州
の
下
級
地
方
官
で
あ
っ
た
と
き
に
富

裕
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
後
周
の
太
祖
（
郭
威
）
に
殺
害
さ
れ
た
当
地

の
節
度
使
の
劉
銖
が
、
民
衆
か
ら
誅
求
し
て
集
め
て
隠
し
て
い
た
財
産

を
自
分
の
も
の
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
宋
代
に
入
っ
て
、
一
族
は
科
挙

合
格
者
を
出
し
た
り
、
中
央
か
ら
地
方
に
至
る
官
吏
と
結
び
付
い
て
、

政
治
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
一
族
の
発
展
に
役
立
た
な
い
下
級
官

吏
に
は
目
も
く
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
真
宗
の
天
禧
四
年

（
一
〇
二
〇
）、
一
族
を
統
率
し
て
い
た
麻
士
瑶
が
族
人
を
殺
害
し
て
、

そ
の
事
件
が
明
る
み
に
出
た
こ
と
を
契
機
に
、
重
い
刑
罰
が
一
族
に
科

さ
れ
、
財
産
が
没
収
さ
れ
て
急
速
に
衰
退
し
た
。
そ
れ
で
も
、
残
さ
れ

た
財
産
も
相
当
に
上
り
、
こ
の
事
件
を
境
と
し
て
豪
横
の
家
風
は
変
化

し
、
中
級
の
地
主
と
し
て
生
き
抜
い
た
と
い
う
。

第
十
章
は
、
後
周
の
世
宗
の
子
孫
、
邢
州
（
河
北
省
邢
台
市
）
の
柴

氏
一
族
を
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
。
柴
氏
一
族
は
、
世
宗
の
直
系
が

絶
え
て
も
、
世
宗
の
父
親
柴
守
礼
の
子
孫
が
優
遇
さ
れ
、
両
宋
時
代
を

通
じ
て
爵
位
と
官
位
は
世
襲
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
一
族
は
社
会
上
の
競
争
力
を
失
い
、
教
育
を
重
視
し
な
い
点
も

あ
っ
て
、
科
挙
合
格
者
を
輩
出
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
呉
越
の
後
裔

の
銭
氏
一
族
と
は
好
対
照
で
あ
り
、
社
会
的
影
響
力
を
も
た
な
い
世
家

で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
点
を
述
べ
た
後
、
他
の
章
と
異
な
っ

て
、
文
学
に
登
場
す
る
柴
氏
一
族
と
い
う
側
面
に
着
目
し
た
叙
述
を
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
柴
氏
、
と
り
わ
け
『
水
滸
伝
』
に
載
る
小
旋
風

柴
進
を
取
り
上
げ
て
、
描
写
に
は
一
部
は
誇
張
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
事

実
と
符
合
す
る
要
素
も
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
う
し
た
叙
述
を
し
な
が

ら
、「
結
語
」
で
は
、
宋
代
の
専
制
主
義
政
治
体
制
の
下
で
、
一
般
の

官
戸
よ
り
も
多
く
の
特
権
を
享
受
し
た
一
族
が
存
在
し
て
い
た
が
、
柴

氏
は
、
そ
の
特
権
を
利
用
し
て
政
治
的
・
社
会
的
影
響
力
を
進
め
る
こ

と
が
で
き
ず
、
既
存
の
特
権
に
依
拠
し
て
、
代
々
の
官
職
を
糸
の
よ
う

に
細
々
と
続
け
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
結
ぶ
。

「
後
記
」
は
、
本
書
に
結
実
す
る
こ
と
に
な
っ
た
研
究
動
機
を
記
し

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
宋
代
の
世
家
に
関
す
る
個
別
研
究
が
、
宗

族
研
究
の
中
で
は
遅
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
に
立
っ
て
、
一
九
九
七
年

に
真
定
の
韓
氏
一
族
に
関
す
る
論
文
（
本
書
第
七
章
、
原
載
は
『
新
史
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学
』
八
巻
第
四
期
）
を
発
表
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
〇

年
を
経
過
し
、
こ
こ
に
一
応
の
完
成
を
見
た
と
記
す
。
再
録
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
史
料
を
補
充
し
、
雑
誌
発
表
時
に
は
無
か
っ
た
各
一
族
の

系
図
を
付
け
、
研
究
成
果
の
増
補
と
参
考
文
献
を
付
け
加
え
た
と
述
べ

て
い
る
。

三そ
れ
で
は
、
著
者
は
本
書
を
通
し
て
、
宗
族
の
如
何
な
る
側
面
に
着

目
し
て
、
独
自
の
論
理
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
前
節
で
は
省
略
し
た
、
本
書
の
視
角

に
言
及
し
た
「
緒
論
」
の
当
該
箇
所
に
立
ち
返
ろ
う
。
著
者
は
、
本
書

の
視
角
を
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
宋
代
は
、「
中
国
古
代
社
会
」

の
変
革
期
（
著
者
は
「
転
型
時
期
」
と
記
す
）
で
あ
り
、
宋
代
の
名
族

（「
世
家
」）
も
、
そ
の
社
会
的
条
件
下
の
産
物
で
あ
っ
て
、
当
然
な
が

ら
、
名
族
の
様
相
も
、
こ
の
時
代
全
体
の
特
徴
と
組
み
合
わ
せ
て
論
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
従
前
の
研
究
は
、
名
族
の
個

別
研
究
は
多
い
が
、
宗
族
（「
家
族
」）
研
究
に
閉
じ
こ
も
り
が
ち
で

あ
っ
て
、
そ
れ
を
集
団
と
し
て
認
識
す
る
と
い
う
点
、
更
に
は
時
代
状

況
と
有
機
的
な
繋
が
り
を
も
っ
て
認
識
す
る
方
法
は
採
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
一
・
二
頁
）。
要
す
る
に
、
著
者
は
、
名
族

を
、
唐
代
ま
で
と
は
異
な
っ
た
独
特
の
歴
史
的
意
義
を
有
す
る
、
変
革

期
の
宋
代
社
会
と
い
う
文
脈
の
中
で
理
解
し
よ
う
と
い
う
志
向
性
を
強

く
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
角
に
立
て
ば
、
前
節
で
極

く
簡
単
に
紹
介
し
た
各
章
の
内
容
か
ら
も
、
各
名
族
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の

時
代
環
境
（
宋
初
・
北
宋
中
期
・
北
宋
末
・
南
宋
初
、
あ
る
い
は
両
宋

を
通
じ
て
な
ど
）
に
応
じ
て
、
各
名
族
が
、
如
何
に
創
建
さ
れ
、
そ
し

て
時
代
環
境
に
応
じ
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
た
の
か
に

充
分
に
注
意
を
払
っ
た
叙
述
の
仕
方
を
し
て
い
る
と
了
解
で
き
る
。
し

か
も
、
著
者
は
、
そ
れ
を
微
細
な
記
述
を
含
む
豊
富
な
史
料
を
丹
念
に

探
査
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
く
論
証
を
行
っ
て
、
本
書
を
重
厚
な
宋
代
の

名
族
宗
族
（「
世
家
家
族
」）
研
究
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
史
料
の

深
い
読
み
込
み
に
は
教
え
ら
れ
る
点
も
多
か
っ
た
。
加
え
て
、
宋
代
を

代
表
す
る
士
大
夫
の
王
旦
や
范
仲
淹
か
ら
、
悪
辣
な
武
人
の
張
俊
や
、

五
代
王
朝
の
後
裔
の
柴
氏
一
族
ま
で
、
幅
広
い
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い

る
。
本
書
を
、
宋
代
宗
族
研
究
の
大
き
な
成
果
の
一
つ
と
す
る
こ
と
に

異
論
は
な
い
。

そ
れ
で
も
、
正
直
に
言
っ
て
、
読
了
後
に
何
か
物
足
り
な
さ
を
感
じ

る
の
は
、
評
者
の
独
り
よ
が
り
の
片
寄
っ
た
想
念
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
た
と
え
ば
、
前
著
『
陽
都
集
』
所
収
の
手
際
の
良
い
一
文
（「
関
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于
義
門
大
家
庭
分
布
和
発
展
的
幾
箇
問
題
」）
と
比
較
す
れ
ば
、
矢
張

り
何
か
し
ら
不
充
分
さ
を
感
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
当
該

論
文
に
お
い
て
、
黎
小
龍
氏
が
各
正
史
の
「
孝
義
」
伝
・「
孝
友
」
伝

か
ら
義
門
が
唐
宋
時
代
に
高
潮
期
を
迎
え
た
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し

た
の
に
対
し
て
（「
義
門
大
家
庭
的
分
布
与
宗
族
文
化
的
区
域
特
徴
」

『
歴
史
研
究
』
一
九
九
八
年
第
二
期
）、
そ
れ
は
飽
く
ま
で
も
、
正
史

や
、「
孝
義
」
伝
・「
孝
友
」
伝
の
特
性
を
考
え
な
い
論
定
で
あ
り
（
正

史
の
「
孝
義
」「
義
門
」
は
王
朝
国
家
の
旌
表
の
中
か
ら
選
択
し
て
載

せ
て
お
り
、
全
部
で
は
な
い
）、
更
に
は
正
史
以
外
の
他
の
史
料
を
引

き
合
い
に
出
し
て
、
そ
う
断
定
で
き
な
い
こ
と
を
鮮
や
か
に
論
証
し
て

見
せ
て
い
た
。

少
し
本
書
に
従
っ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
第
一
章
は
、
義
荘
の
嚆
矢

と
し
て
著
名
な
范
氏
義
荘
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
本
章
の
初
め
に
、
著

者
は
、
従
前
の
研
究
を
振
り
返
っ
て
、
そ
の
多
く
が
范
氏
義
荘
そ
れ
自

体
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
范
氏
一
族
の
発
展
と
結
び
つ
け
た
分
析

は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
く
、
義
荘
と
范
氏
一
族
と
を
結
び
つ
け
た
本

章
の
論
述
の
意
義
を
強
調
す
る
。
著
者
の
こ
の
視
角
が
目
新
し
い
の
か

ど
う
か
は
、
本
章
の
范
氏
義
荘
研
究
を
紹
介
す
る
脚
注
に
引
か
れ
る
遠

藤
隆
俊
氏
の
研
究
が
、
そ
う
し
た
方
向
性
の
下
で
な
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
点
で
は
多
少
の
疑
問
は
残
る
け
れ
ど
も
、
確
か
に
本
章
は
、
一
族
の

動
向
を
中
軸
に
据
え
て
、
宋
代
の
范
氏
義
荘
の
展
開
を
分
析
し
て
い

る
。
当
然
、
義
荘
の
発
展
そ
れ
自
体
の
分
析
は
後
景
に
退
い
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
本
章
の
脚
注
に
引
く
、
近
藤
秀

樹
「
范
氏
義
荘
の
変
遷
」（『
東
洋
史
研
究
』
二
一

－

二
、一
九
六
三
年
）

は
、
范
氏
義
荘
を
地
主
制
の
展
開
と
関
わ
ら
せ
て
論
じ
て
お
り
、
同
じ

く
、
私
自
身
の
「
宋
代
蘇
州
の
地
域
社
会
と
范
氏
義
荘
」（『
名
古
屋
大

学
東
洋
史
研
究
報
告
』
三
一
、二
〇
〇
七
年
）
は
、
宋
代
の
蘇
州
と
い

う
地
域
社
会
を
念
頭
に
置
い
て
、
范
氏
義
荘
の
意
義
を
説
い
て
い
る
。

い
ず
れ
の
論
考
も
、
義
荘
の
設
置
や
発
展
の
様
相
を
分
析
の
対
象
と
し

な
が
ら
、
そ
の
分
析
を
通
し
て
、
本
書
で
著
者
が
採
ろ
う
と
し
て
し
て

い
る
時
代
状
況
・
社
会
環
境
と
の
関
係
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
い

う
志
向
性
を
共
有
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
方
法
や
志
向
性
で
は
時
代
状

況
を
捉
え
き
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
疑

問
に
対
す
る
答
え
が
冀
求
さ
れ
る
。

同
じ
こ
と
は
、
第
三
章
の
成
紀
の
張
氏
一
族
、
つ
ま
り
南
宋
初
に
活

躍
し
た
武
将
・
張
俊
の
一
族
に
関
す
る
記
述
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
思

え
る
。
南
宋
初
と
い
う
時
期
は
、
再
建
さ
れ
た
ば
か
り
の
南
宋
政
権
が

不
安
定
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
政
治
的
・
社
会
的
な
動
乱
が
続
い
た
時
期

で
あ
る
。
南
宋
政
権
の
創
立
当
初
、
北
宋
の
滅
亡
に
伴
う
軍
事
組
織
の

崩
壊
に
よ
っ
て
、
軍
事
的
に
は
、
勢
い
各
地
の
義
勇
軍
に
頼
ら
ざ
る
を
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得
な
か
っ
た
。
や
が
て
、
そ
れ
ら
の
義
勇
軍
は
中
央
軍
に
編
成
さ
れ
て

ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
新
た
な
軍
事
組
織
に
再
編
成
さ
れ
る
ま
で
の

間
は
、
各
義
勇
軍
は
、
そ
の
将
領
の
下
に
軍
閥
化
す
る
傾
向
に
あ
っ

た
。
岳
飛
の
軍
隊
が
岳
家
軍
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
そ
の
端
的
な
例
証
で

あ
ろ
う
。
張
俊
の
軍
隊
も
、
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
他
に
韓
世
忠
、

劉
光
世
な
ど
も
自
己
の
軍
隊
を
抱
え
て
、
実
質
的
に
は
各
地
に
跋
扈
し

て
い
た）

10
（

。
そ
の
中
で
、
張
俊
は
多
種
多
様
な
機
会
を
利
用
し
て
土
地
を

初
め
と
し
た
財
産
を
蓄
積
し
て
い
っ
た
が
、
他
の
軍
閥
も
、
多
か
れ
少

な
か
れ
、
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
、
同
様
な
動
き
を
し
て
い
た
。
と
す

れ
ば
、
張
俊
の
独
自
性
は
、
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
著
者
の
指
摘
す
る
権

臣
の
秦
檜
と
の
結
び
つ
き
が
有
利
に
働
い
た
と
し
て
も
、
他
の
要
素
は

な
か
っ
た
の
か
な
ど
、
当
時
の
時
代
状
況
を
掘
り
下
げ
な
が
ら
、
他
の

軍
閥
と
の
比
較
が
あ
れ
ば
、
も
っ
と
張
俊
の
在
り
方
に
説
得
性
を
増
し

た
よ
う
に
思
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
范
氏
義
荘
に
せ
よ
、
張
俊
の
一

族
の
考
察
に
せ
よ
、
著
者
の
言
う
社
会
と
の
関
わ
り
は
、
単
に
社
会
変

化
と
義
荘
の
発
展
と
を
機
械
的
に
繋
げ
た
と
い
う
印
象
を
拭
い
き
れ
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
う
一
つ
だ
け
事
例
を
挙
げ
よ
う
。
第
九
章
は
、
繰
り
返
し
に
な
る

が
、
青
州
臨
淄
県
の
麻
氏
一
族
の
興
亡
を
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
。

そ
の
財
産
の
蓄
積
と
、
郷
里
社
会
に
対
す
る
悪
辣
な
豪
横
ぶ
り
は
、
余

す
と
こ
ろ
無
く
描
か
れ
て
お
り
、「
富
足
而
為
悪
者
」
の
典
型
だ
と
い

う
著
者
の
断
定
も
（
二
五
一
頁
）、
充
分
に
説
得
力
を
有
し
て
い
る
。

そ
れ
で
も
、
宋
初
と
い
う
時
代
背
景
を
考
慮
に
入
れ
て
、
麻
氏
一
族

は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
意
義
を
も
っ
た
一
族
な
の
か
と
い
う
問
い
を

発
し
た
な
ら
ば
、
そ
こ
に
何
か
し
ら
の
不
満
を
覚
え
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
著
者
が
脚
注
に
引
用
す
る
愛
宕
元
氏
の
麻
氏
一
族
研
究
が
、
唐

末
以
降
に
台
頭
し
て
く
る
新
興
地
主
層
の
具
体
的
姿
の
事
例
と
し
て
位

置
づ
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
と
の
相
違
に
、
少
な
く
と
も
日
本
の
読
者
と

し
て
は
気
づ
か
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

全
体
の
視
角
と
は
別
に
、
本
書
を
読
ん
で
い
て
、
最
初
に
気
づ
く
点

は
、「
後
記
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
丹
念
な
史
料
の
読
み
込

み
や
系
図
の
添
付
で
あ
ろ
う
。
史
料
の
読
み
込
み
は
、
着
実
な
論
証
を

導
き
出
し
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
よ
う
。
第
二
章
は
、
前
節
で
紹
介
し

た
よ
う
に
饒
陽
の
李
氏
一
族
を
考
察
の
対
象
と
し
て
お
り
、
一
族
を
名

族
（「
世
家
」）
に
引
き
上
げ
た
李
昉
に
関
し
て
、
太
宗
が
「
善
人
君

子
」
と
評
し
た
と
い
う
紹
介
を
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
当
該
の
脚
注

に
（
四
六
頁
、
脚
注
①
）、『
宋
会
要
輯
稿
』「
帝
系
」
の
記
事
を
典
拠

に
、
呉
処
厚
『
青
箱
雑
記
』、
劉

『
青
瑣
高
議
』、
羅
従
彦
『
遵
堯

録
』
な
ど
が
、
こ
の
こ
と
を
太
祖
の
建
隆
元
年
と
し
て
い
る
記
述
の
誤

り
を
指
摘
し
て
い
る
。
著
者
の
よ
う
な
、
丹
念
な
史
料
の
探
索
と
読
解
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と
思
わ
れ
る
箇
所
が
み
つ
か
る
。
と
り
わ
け
、
そ
の
「
3　

高
利
貸
経

営
」
で
は
、
張
俊
が
軍
中
に
お
い
て
高
利
貸
し
て
い
た
と
指
摘
し
て
い

る
が
、
そ
の
箇
所
は
民
業
と
し
て
の
経
営
を
論
じ
た
部
分
で
あ
る
の

で
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
高
利
貸
し
が
純
粋
の
民
業
な
の
か
ど
う
か
と
い

う
肝
心
な
点
に
関
す
る
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
家
産
経
営

は
税
役
逃
れ
の
た
め
に
行
っ
て
い
る
と
述
べ
な
が
ら
、
肝
心
の
高
利
貸

し
の
実
体
を
示
す
直
接
的
な
史
料
を
示
し
て
い
な
い
。
些
か
煩
雑
に
な

る
の
で
、
も
う
一
例
だ
け
を
挙
げ
よ
う
。
第
五
章
の
浦
城
の
章
氏
一
族

に
関
す
る
叙
述
で
、
第
四
節
は
一
族
の
子
弟
教
育
や
文
化
的
成
果
に
言

及
し
て
い
る
。
著
者
に
よ
る
と
、
章
得
象
が
郷
里
に
創
始
し
た
昼
錦
堂

と
い
う
族
塾
を
中
心
と
し
て
、
一
族
の
子
弟
教
育
が
行
わ
れ
、
と
く
に

優
秀
な
子
弟
は
特
別
な
育
成
教
育
を
受
け
た
と
指
摘
し
て
い
る

（
一
四
一
頁
）。
こ
の
指
摘
は
、
従
前
の
宗
族
研
究
で
は
、
あ
ま
り
論
ぜ

ら
れ
る
こ
と
な
い
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
優
秀
な
子

弟
の
実
例
は
挙
が
っ
て
い
て
も
、
ま
さ
に
優
秀
な
子
弟
だ
け
は
特
別
な

扱
い
を
受
け
て
い
た
と
い
う
史
料
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
明
ら
か
な
間
違
い
、
あ
る
い
は
勇
み
足
と
思
わ
れ
る
記
述
も

存
在
す
る
。
第
一
章
の
、
范
氏
義
荘
を
論
述
し
て
い
る
中
で
、
范
仲
淹

と
そ
の
子
孫
を
挙
例
し
て
、
両
宋
時
代
、
仕
官
し
た
人
た
ち
は
、
結
局

は
退
職
後
も
郷
里
に
帰
ら
な
い
の
が
普
遍
的
状
況
で
あ
っ
た
と
指
摘
し

が
説
得
力
を
増
し
た
叙
述
の
例
証
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
本
書
が
、
関
係
す
る
史
実
を
零
細
な
史
料
に
も
目
配

り
し
て
叙
述
に
生
か
す
手
際
に
感
心
さ
せ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ

け
に
、
時
に
は
散
見
さ
れ
る
、
上
手
の
手
か
ら
水
が
漏
れ
る
事
例
は
、

か
え
っ
て
目
立
ち
、
読
者
に
あ
る
種
の
苛
立
ち
を
感
じ
さ
せ
て
し
ま
う

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
幾
つ
か
の
事
例
を
挙
げ
よ
う
。
第
二
章
は
、
太

宗
朝
の
宰
相
、
李
昉
の
一
族
を
分
析
の
対
象
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
第

二
節
で
は
、
李
氏
一
族
の
財
産
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
著
者
に
よ
る

と
、
一
族
は
五
代
以
来
、
大
量
の
土
地
を
保
有
し
、
そ
れ
に
付
け
加
え

て
李
昉
が
土
地
を
購
入
し
、
累
世
同
居
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

一
族
は
共
財
を
基
礎
と
す
る
助
け
合
い
を
行
っ
て
い
た
が
、
次
第
に
各

支
系
の
間
に
格
差
が
生
ま
れ
、
南
宋
に
な
る
と
、
共
財
の
痕
跡
さ
え
も

見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
共
財
の
観
念
は
残
っ
て
い
て
、
仕
官

者
が
窮
乏
し
た
族
人
に
散
財
し
て
生
活
を
助
け
て
い
た
と
論
じ
て
い
る

（
三
七
・
三
八
頁
）。
こ
の
、
共
財
観
念
の
存
続
は
、
興
味
深
い
指
摘
に

思
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
共
財
観
念
を
具
体
的
に
示
す
史
料
は
示
さ
れ

て
お
ら
ず
、
論
証
に
何
か
し
ら
釈
然
と
し
な
い
印
象
を
与
え
る
。
第
三

章
は
、
前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
で
一
番
に
長
篇
で
あ
り
、
南

宋
初
の
軍
閥
化
し
た
張
俊
の
一
族
を
扱
っ
て
い
る
が
、「（
四
）　

家
産

経
営
」
の
殖
産
の
事
例
を
み
る
と
、
史
料
を
示
し
て
実
証
し
て
い
な
い
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て
い
る
（
二
四
頁
）。
し
か
し
、
北
宋
時
代
は
、
確
か
に
、
そ
う
し
た

傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
南
宋
に
入
る
と
、
む
し
ろ
任
官
と
任
官
の
間

の
、
ポ
ス
ト
待
ち
期
間
、
い
わ
ゆ
る
待
闕
の
と
き
も
含
め
て
、
官
職
に

な
い
と
き
は
郷
里
に
居
住
す
る
傾
向
を
強
め
た
と
い
う
の
が
現
時
点
の

宋
代
史
研
究
の
一
般
認
識
で
は
な
か
ろ
う
か）

11
（

。

系
図
は
、
各
章
の
終
わ
り
に
附
載
さ
れ
て
い
て
、
当
該
一
族
の
血
縁

的
関
係
を
示
し
て
い
て
、
非
常
に
有
益
で
あ
る
。
し
か
し
、
著
者
は
、

各
章
に
お
い
て
、
一
族
の
繁
栄
維
持
の
た
め
に
、
有
力
一
族
と
の
婚
姻

関
係
を
重
視
し
て
い
た
と
い
う
記
述
か
ら
す
る
と
、
各
一
族
の
父
系
関

係
だ
け
で
は
な
く
、
姻
戚
関
係
を
も
示
す
系
図
で
あ
っ
た
方
が
、
無

論
、
よ
り
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。

王
善
軍
氏
は
、
篤
実
な
宋
代
宗
族
の
研
究
者
で
あ
り
、
従
前
か
ら
氏

の
研
究
成
果
か
ら
は
、
多
く
教
え
ら
れ
て
き
た
。
本
書
も
、
そ
の
一
つ

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、「
吹
毛
求
疵
」
よ
う
な
紹
介
に
終
始

し
た
か
も
知
れ
な
い
。
御
海
容
を
請
う
次
第
で
あ
る
。

人
民
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
五
月
、
本
文
二
七
六
頁
、
参
考
文
献

二
七
四
〜
二
九
四
頁

註
（
1
）
戦
後
日
本
の
中
国
史
研
究
が
、
ど
の
よ
う
な
課
題
を
掲
げ
て
論
争
を
展

開
し
て
き
た
か
は
、
か
な
り
古
く
は
な
っ
た
が
、
谷
川
道
雄　

編
『
戦
後

日
本
の
中
国
史
論
争
』（
河
合
文
化
教
育
研
究
所
、
一
九
九
三
年
）
の
各

篇
が
丁
寧
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
な
お
、
私
自
身
は
、
宋
代
と
い
う

時
代
に
限
っ
て
、
一
九
八
〇
年
代
に
至
る
ま
で
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い

る
（「
宋
代
史
研
究
に
お
け
る
宗
族
と
郷
村
社
会
の
視
角
」『
名
古
屋
大
学

東
洋
史
研
究
報
告
』
八
、一
九
八
二
年
）。

（
2
）
谷
川
道
雄
氏
は
、
生
前
に
繰
り
返
し
、
現
実
課
題
意
識
の
喪
失
に
伴
う

研
究
の
分
散
化
・
個
別
化
が
、
研
究
者
の
生
き
方
と
分
離
し
た
結
果
、
中

国
史
の
全
体
像
を
提
示
し
よ
う
と
し
な
い
欠
陥
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
警
告
を
発
し
て
い
た
（
た
と
え
ば
、『
戦
後
日
本
か
ら
現
代
中
国
へ

―
―
中
国
史
研
究
は
世
界
の
未
来
を
語
り
得
る
か
』
河
合
文
化
教
育
研
究

所
、
二
〇
〇
六
年
、
六
二
〜
六
五
頁
）。

（
3
）
そ
れ
は
、
一
九
二
七
年
に
毛
沢
東
が
自
身
の
郷
里
の
湖
南
省
を
実
地
調

査
し
て
、近
代
化
を
阻
む
要
素
の
一
つ
と
し
て
宗
族
を
挙
げ
て
以
来
（「
湖

南
農
民
運
動
考
察
報
告
」『
毛
沢
東
選
集
』
一
、
外
文
出
版
社
、

一
九
六
八
年
、
四
八
・
四
九
頁
）、
大
陸
中
国
の
研
究
者
に
は
一
貫
し
て
意

識
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
立
場
の
代
表
と
し
て
徐
揚
杰
氏
が
お
り
、
逆
に
必

ず
し
も
近
代
化
に
立
ち
は
だ
か
る
要
因
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
馮
爾
康
氏

を
初
め
と
す
る
研
究
者
と
の
考
え
方
の
相
違
が
あ
る
。そ
れ
に
つ
い
て
は
、

馮
爾
康
『
中
国
古
代
的
宗
族
和
祠
堂
』（
商
務
印
書
館
、
二
〇
一
三
年
）

の
私
の
邦
訳
の
「
解
説
」
を
参
照
し
て
欲
し
い
（『
中
国
の
宗
族
と
祖
先

祭
祀
』
風
響
社
、
二
〇
一
七
年
）。

（
4
）『
宋
代
宗
族
和
宗
族
制
度
研
究
』
と
『
陽
都
集
』
の
内
容
に
関
し
て
は
、

い
ず
れ
も
拙
評
が
あ
り
、
そ
れ
を
参
照
し
て
欲
し
い
。
前
者
は
『
東
方
』
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（
二
二
四
号
、
二
〇
〇
一
年
六
月
号
）、
後
者
は
『
東
海
史
学
』

（
四
八
、二
〇
一
四
年
）
に
載
っ
て
い
る
。

（
5
）
以
上
の
説
明
は
、
遠
藤
隆
俊
「
家
族
宗
族
史
研
究
」（
遠
藤
隆
俊
・
平

田
茂
樹
・
浅
見
洋
二　

編
『
日
本
宋
史
研
究
の
現
状
と
課
題
―
―1980

年
代
以
降
を
中
心
に
―
―
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
に
も
簡
潔
に
語

ら
れ
て
い
る
（
一
〇
六
・
一
〇
七
頁
）。

（
6
）R

obert H
artw

ell, 

‶Dem
ographic, Political, and Social 

T
ransform

ations of China, 750-1550,

”T
he H

arvard Journal of 
A
siatic Studies, vol. 42. 1972. 

（
7
）
張
邦

「
試
論
宋
代
〝
婚
姻
不
問
閥
閲
〞」（
同
氏
著
『
宋
代
婚
姻
家
族

史
論
』
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
8
）
拙
稿
「
宋
代
の
二
つ
の
名
族
―
―
真
定
韓
氏
と
相
韓
韓
氏
―
―
」（
井

上
徹
・
遠
藤
隆
俊　

編
『
宋
―
明
宗
族
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五

年
）。

（
9
）
本
書
、
二
四
五
頁
、
脚
注
①
。
愛
宕
元
「
五
代
宋
初
の
新
興
官
僚
―
―

臨
淄
の
麻
氏
を
中
心
と
し
て
―
―
」（『
史
林
』
五
七
―
四
、一
九
七
四
年
、

後
、
同
氏
著
『
唐
代
地
域
社
会
史
研
究
』
同
朋
舎
、
一
九
九
七
年
所
収
）。

（
10
）
各
地
の
義
勇
軍
の
動
静
に
関
し
て
は
、
黄
寛
重
『
南
宋
時
代
抗
金
的
義

軍
』（
台
湾
・
聯
経
出
版　

事
業
公
司
、
一
九
八
八
年
）、
義
勇
軍
が
中
央

軍
の
再
編
成
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
に
関
し
て
は
、
小
岩
井
弘
光
『
宋
代
兵
制

史
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
）「
第
三
篇
第
一
章　

南
宋
初
期

兵
制
に
つ
い
て
」
を
参
照
。

（
11
）
前
掲
、Robert H

artw
ell

論
文
、
竺
沙
雅
章
「
北
宋
士
大
夫
の
徙
居

と
買
田
―
―
主
に
東
坡
尺
牘
を
資
料
と
し
て
―
―
」「
宋
代
官
僚
の
寄
居

に
つ
い
て
」（
同
氏
著
『
宋
元
仏
教
文
化
史
研
究
』
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
〇
年
）。

（
こ
ば
や
し　

よ
し
ひ
ろ　

東
海
大
学
文
化
社
会
学
部
ア
ジ
ア
学
科

　

非
常
勤
講
師
）


